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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　写真購入希望者が、展示された複数枚の写真の中から、購入を希望する写真を自由に選
択して注文処理を行うことができる写真注文システムであって、
　識別情報が記憶された写真用ＩＣタグが添付された写真と、
　前記写真購入希望者が写真代金を入れるために用意された、識別情報が記憶された封筒
用ＩＣタグが添付された集金封筒と、
　前記写真用ＩＣタグと、前記集金封筒用ＩＣタグとに記憶されている各識別情報を読み
取る読取手段を有するＩＣタグリーダと、
　前記ＩＣタグリーダと通信可能に接続され、前記写真用ＩＣタグに記憶された識別情報
と、該写真用ＩＣタグが添付されている写真の画像データとが関係付けられ登録されてい
る写真情報データベースと、前記集金封筒用ＩＣタグに記憶された識別情報と、該集金封
筒用ＩＣタグが添付されている集金封筒の使用者情報とが関係付けられ登録されている集
金封筒情報データベースと、前記ＩＣタグリーダから前記各識別情報を受信した際に、前
記写真情報データベース及び前記集金封筒情報データベースの登録情報に基づいて、前記
各識別情報と関係付けられて登録されている画像データ及び使用者情報を表示する表示手
段と、写真購入希望者が注文指示を行うための注文指示手段と、前記注文指示手段から注
文された写真の注文代金を算出する代金算出手段と、前記注文代金の請求情報をプリンタ
に送信する手段とを有するパソコンと、
　前記パソコンと通信可能に接続され、前記パソコンから受信した前記注文代金の請求情
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報をプリント出力するプリンタと、
　を備えることを特徴とする写真注文システム。
【請求項２】
　前記写真用ＩＣタグが、写真を入れる透明ケースに貼付されている写真用ＩＣタグラベ
ルであることを特徴とする請求項１記載の写真注文システム。
【請求項３】
　前記パソコンは、前記注文指示手段から注文指示が行われた際に、注文された写真の画
像データのコピーを、写真購入希望者情報と関係付けて、設定ファイルで指定されたフォ
ルダに保存する処理を行う手段を有することを特徴とする請求項１記載の写真注文システ
ム。
【請求項４】
　前記ＩＣタグリーダの読取手段が、複数の写真用ＩＣタグに記憶された各々の識別情報
と、集金封筒用ＩＣタグに記憶された識別情報とを同時にまとめて読み取る機能を有して
いることを特徴とする請求項１記載の写真注文システム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運動会や遠足などの課外授業で撮影された販売用の写真について、それらに
参加した児童から写真購入の希望を受け付ける際に、写真購入希望者が、展示された複数
枚の写真の中から、自由に購入を希望する写真を選択して簡単に間違いなく注文処理を行
うことができる写真注文システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば小学校や中学校などにおいて、遠足や運動会などの課外授業を行った際に
、写真撮影業者が同行するなどして児童の写真を撮影した後、児童が撮影した複数の写真
の中から自由に購入を希望する写真を選択して、注文を受け付けて販売するサービスが行
われている。
　通常、写真の購入希望の申込みを受ける際には、撮影された全ての写真を見本として廊
下や教室の壁に貼り出すなどして展示して、児童がそれらの見本写真の中から自分が写っ
ている写真の番号を申込用紙に記入するなどして、購入希望の受付処理を行うなどしてい
る。
【０００３】
　また、写真注文の効率化を図るために、写真特定情報をコード化して記録した媒体を貼
付できるようにシール状にしたコード化情報記録シールと、このシールを貼付する領域を
明示した写真プリント注文シートとを用意して、見本写真パネルを閲覧して写真を選択し
、写真購入希望者が注文する写真に対応するコード化情報記録シールを写真プリント注文
シートに貼り付けることにより、写真の注文を行えるようにした写真プリント注文システ
ムも公知となっている。（例えば、特許文献１参照）
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２８７１２２号公報
【０００５】
　しかしながら、上記のように、児童が自分で見本写真パネルを見て、自分が購入したい
と思う写真を選んで、申込用紙に写真の番号を記入したり、また、上記の写真プリント注
文システムのようにコード化情報記録シールを写真プリント注文シートに貼り付ける場合
には、うっかり写真の番号を間違えて記入したり、また、コード化情報記録シールを間違
えて写真プリント注文シートに貼り付けてしまうことも考えられる。
　特に、低学年生などの年少者であればあるほど、勘違いして希望しない写真を注文して
しまう間違いが起こることが考えられるという問題がある。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、たとえ写真注文者が低学年生などの年少者であっても、購入したいと思う写
真を、希望通りに間違えなく注文することができる写真注文システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の写真注文システムは、写真購入希望者が、展示された複数枚の写真の中から、
購入を希望する写真を自由に選択して注文処理を行うことができる写真注文システムであ
って、識別情報が記憶された写真用ＩＣタグが添付された写真と、前記写真購入希望者が
写真代金を入れるために用意された、識別情報が記憶された封筒用ＩＣタグが添付された
集金封筒と、前記写真用ＩＣタグと、前記集金封筒用ＩＣタグとに記憶されている各識別
情報を読み取る読取手段を有するＩＣタグリーダと、前記ＩＣタグリーダと通信可能に接
続され、前記写真用ＩＣタグに記憶された識別情報と、該写真用ＩＣタグが添付されてい
る写真の画像データとが関係付けられ登録されている写真情報データベースと、前記集金
封筒用ＩＣタグに記憶された識別情報と、該集金封筒用ＩＣタグが添付されている集金封
筒の使用者情報とが関係付けられ登録されている集金封筒情報データベースと、前記ＩＣ
タグリーダから前記各識別情報を受信した際に、前記写真情報データベース及び前記集金
封筒情報データベースの登録情報に基づいて、前記各識別情報と関係付けられて登録され
ている画像データ及び使用者情報を表示する表示手段と、写真購入希望者が注文指示を行
うための注文指示手段と、前記注文指示手段から注文された注文代金を算出する代金算出
手段と、前記注文代金の請求情報をプリンタに送信する手段とを有するパソコンと、前記
パソコンと通信可能に接続され、前記パソコンから受信した前記注文代金の請求情報をプ
リント出力するプリンタと、を備えることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の写真注文システムは、前記写真用ＩＣタグが、写真を入れる透明ケース
に貼付されている写真用ＩＣタグラベルであることを特徴とする。
　したがって、展示する見本の写真が傷むことも少なく、また、透明ケースに入れる写真
を入れ替えることで、繰り返し写真用ＩＣタグラベルを使用することができる。
【０００９】
　更に、本発明の写真注文システムは、前記パソコンは、前記注文指示手段から注文指示
が行われた際に、注文された写真の画像データのコピーを、写真購入希望者情報と関係付
けて、設定ファイルで指定されたフォルダに保存する処理を行う手段を有することを特徴
とする。
　したがって、注文情報に基づき、注文者毎の写真作成処理を効率的に行うことができる
。
【００１０】
　また、本発明の写真注文システムは、前記ＩＣタグリーダの読取手段が、複数の写真用
ＩＣタグに記憶された各々の識別情報と、集金封筒用ＩＣタグに記憶された識別情報とを
同時にまとめて読み取る機能を有していることを特徴とする。
　したがって、短時間で読み取り処理を行うことができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の写真注文システムは、写真購入希望者が、注文する写真と集金封筒をＩＣタグ
リーダ上に置くなどして近づけることで、写真の注文ができるので、申込用紙への記入間
違えや、また、コード化情報記録シールの写真プリント注文シートへの貼り付け間違えも
することがないので、たとえ写真注文者が低学年生などの年少者であっても、購入したい
と思う写真を、間違えなく注文することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態に係る写真注文システムを、図面に基づいて詳細に説明する。
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　図１には、実施形態に係る写真注文システムとして、ある小学校の運動会で撮影された
写真について、児童が自分で注文を行うことができるシステムの構成が示されている。
　まず、運動会で撮影された全ての販売見本用の写真１は、写真用ＩＣタグ２が貼付され
ている透明ケース３に入れられて展示ボード１４に並べられている。
　これらの透明ケース３は、児童４が簡単に取り外すことができ、また再度元の位置に戻
せる状態で展示されている。
　この写真用ＩＣタグ２は、写真用ＩＣタグラベルとして粘着剤で透明ケース３に貼付さ
せるなどして、透明ケース３に写真用ＩＣタグ２が添付されている構成を有している。
　また、展示ボード１４に複数の透明ケース入れを設けたり、透明ケース３の裏面に再剥
離、再貼付可能な接着剤やジッパーなどを設けるなどの公知の技術により、児童４が自由
に透明ケース３を取り外したり、元の位置に戻せるように構成されている。
　図１に示されている展示ボード１４に並べられている全ての透明ケース３には、写真用
ＩＣタグ２が貼付され、また透明ケース３内に販売見本用の写真１が入れられている。
【００１３】
　また、写真購入希望者である児童４には、注文する写真の代金を入れるために用意され
た集金封筒５が、各々の児童４に配布されており、この集金封筒５には、識別情報が記憶
された封筒用ＩＣタグ６が添付されている。
　この封筒用ＩＣタグ６は、封筒用ＩＣタグラベルとして粘着剤で集金封筒５に貼付させ
るようにすることが好ましいが、いずれにしても、集金封筒５に封筒用ＩＣタグ６が添付
されている構成を有している。
【００１４】
　そして、写真用ＩＣタグ２と、封筒用ＩＣタグ６とには、図示されていないが、アンテ
ナコイルと、そのアンテナコイルに接続されたＩＣチップが内蔵されており、ＩＣチップ
内には、メモリが備えられている。
　写真用ＩＣタグラベル２及び封筒用ＩＣタグ６のメモリには、児童４が集金封筒５を利
用して写真の注文を行う際に使用する固有の識別情報が予め記憶されている。
【００１５】
　また、展示ボード１４の近辺には、写真用ＩＣタグ２と、封筒用ＩＣタグ６とに記憶さ
れている各識別情報を読み取る読取手段を有するＩＣタグリーダ７が設けられている。
　図１に示すＩＣタグリーダ７は、平面構造を有するボード状のリーダであり、児童４が
、注文したいと思う写真１が入れられている透明ケース３と、自分の集金封筒５とをＩＣ
タグリーダ７上に置くことで、透明ケース３に貼付されている写真用ＩＣタグ２のメモリ
に記憶されている識別情報と、集金封筒５に貼付されている封筒用ＩＣタグ６のメモリに
記憶されている識別情報とを非接触方式で読み取れるように構成されている。
　ＩＣタグリーダ７の読取手段としてアンテナコイルが内蔵されている。
【００１６】
　また、ＩＣタグリーダ７は、リーダコントローラ８を介して、パソコン９と通信可能に
接続されている。
　パソコン９は、プリンタ１０と通信可能に接続されており、プリンタ１０は、パソコン
９から受信した代金請求情報に基づいて、注文内容や代金金額などをプリントした「ご注
文確認票」１３が作成される。
　また、更にパソコン９は、通信ネットワーク１１を介してミニラボ１２と通信可能に接
続されている。
　ミニラボ１２は、パソコン９から受信した注文情報に基づいて、注文があった写真の作
成を行う。
【００１７】
　パソコン９は、写真用ＩＣタグ２のメモリに記憶された識別情報と、該写真用ＩＣタグ
２が添付されている写真の画像データとが関係付けられ登録されている写真情報データベ
ース１５と、集金封筒用ＩＣタグ６のメモリに記憶された識別情報と、該集金封筒用ＩＣ
タグ６が添付されている集金封筒の使用者情報とが関係付けられ登録されている集金封筒
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情報データベース１６と、ＩＣタグリーダ７から識別情報を受信した際に、写真情報デー
タベース１５及び集金封筒情報データベース１６の登録情報に基づいて、識別情報に関係
付けられて登録されている画像データ及び使用者情報を表示する表示手段１７と、表示手
段１７に表示された画像データ及び使用者情報により、写真購入希望者が注文指示を行う
ための注文指示手段１８と、注文指示手段１８から注文された注文代金を算出する代金算
出手段と、注文代金を含む代金請求情報をプリンタに送信する手段とを有する。
　そして、代金算出手段と、注文代金を含む代金請求情報をプリンタに送信する手段とは
、プログラムにより制御されている。
【００１８】
　また、表示手段１７に表示された画像データ及び使用者情報により、写真購入希望者が
注文指示を行うための注文指示手段１８としては、タッチパネル方式やキーボードによる
入力方式などがあり、それらを選択することができる。
【００１９】
　また、パソコン９は、注文指示手段から注文指示が行われた際に、注文された写真の画
像データのコピーを、写真購入希望者情報と関係付けて、設定ファイルで指定された画像
フォルダ１９に保存する処理を行う手段を有している。
　したがって、画像フォルダ１９には、写真購入希望者毎に、注文があった写真の画像デ
ータがコピーされて保存されるので、パソコン９から通信ネットワーク１１を介してミニ
ラボ１２に画像データを送信する際に、写真購入希望者毎に分けて送信でき、作成された
写真を写真購入希望者毎に分ける必要がなく、効率的な処理ができるように構成されてい
る。
【００２０】
　パソコン９の表示手段１７に表示された画面情報に基づく処理について説明する。
　まず、図２には、パソコン９の表示手段１７に表示された画面情報であって、注文を受
け付ける写真の画像データと、各々の写真に添付される写真用ＩＣタグ２のメモリに記憶
された識別情報との関係付けの処理を行う際に使用する写真情報登録用画面２０と、更に
、集金封筒５に添付された集金封筒用ＩＣタグ６のメモリに記憶されている識別情報と、
その集金封筒５の使用者の個人情報との関係付けの処理を行う際に使用する集金封筒情報
登録用画面２１とが示されている。
【００２１】
　写真情報登録用画面２０により、写真の画像データと、各々の写真に添付される写真用
ＩＣタグ２に記憶された識別情報との関係付けの処理を行う際には、ＩＣタグリーダ７で
写真用ＩＣタグ２から識別情報の読み取りを行うと共に、その写真用ＩＣタグ２で管理す
る写真の画像データ表示２２を行う。
　更に、写真サイズや代金の情報を表示させて、登録情報の確認を行えるようにする。
　そして、登録する場合には、写真登録表示２３をクリックすることで、写真の画像デー
タと、写真用ＩＣタグ２のメモリに記憶された識別情報とが関係付けられて、写真情報デ
ータベース１５に登録される。
【００２２】
　次に、集金封筒情報登録用画面２１により、集金封筒５と、集金封筒用ＩＣタグ６のメ
モリに記憶された識別情報との関係付けの処理を行う際には、ＩＣタグリーダ７で集金封
筒用ＩＣタグ６から識別情報の読み取りを行うと共に、その集金封筒５を使用する生徒の
氏名などの使用者情報２５を表示させて確認を行う。
　そして、登録する場合には、封筒登録表示２４をクリックすることで、生徒の氏名など
の使用者情報２５と、集金封筒用ＩＣタグ６に記憶された識別情報とが関係付けられて、
集金封筒情報データベース１６に登録される。
　尚、上記の処理では、写真の画像データは、デジタルデータとしてパソコン９の写真情
報データベース１５に予め登録されている場合とする。
　したがって、上記の処理によりＩＣタグに記憶された識別情報との関係付けが完了した
後に、写真の注文処理を行うことになる。
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【００２３】
　写真購入希望者である児童４は、購入を希望する写真がある場合には、図１に示すよう
に、ＩＣタグリーダ７上に、注文したいと思う写真１が入れられている透明ケース３と、
自分の集金封筒５とを一緒に置く。
　図３には、ＩＣタグリーダ７上に置かれた、写真１が入れられている透明ケース３に貼
付されている写真用ＩＣタグ２と、集金封筒５に貼付されている集金封筒用ＩＣタグ６か
ら読み取られた各々の識別情報に基づいて、写真情報データベース１５及び集金封筒情報
データベース１６の登録情報から、それらの識別情報に関係付けられて登録されている写
真の画像データと使用者情報２５とが、表示される写真注文受付用画面２６が示されてい
る。
【００２４】
　写真注文受付用画面２６には、注文する写真の画像データ表示部２７、注文枚数表示部
２８、注文枚数指示部２９、注文者表示部３０、注文合計枚数表示部３１、代金の合計金
額表示部３２、注文決定指示表示部３３、取消指示表示部３４などが表示されている。
　児童４は、これらの表示内容を見て確認した後、注文の決定を行う場合には、注文決定
指示表示部３３をクリックすることで、注文情報が登録されるようにプログラムされてい
る。
　また、これらの表示内容を見て、注文内容に間違えがあったり、注文の取消しを行いた
い場合には、取消指示表示部３４をクリックすることで、再度、ＩＣタグリーダ７上に写
真１が入れられている透明ケース３と、集金封筒５とを置くことで、新たな情報が表示さ
れて注文情報の修正を行えるようになっている。
　そして、注文決定指示表示部３３をクリックして注文した後には、図４に示す終了表示
画面３５に切り換る。
【００２５】
　また、写真購入希望者である児童４は、順次に入れ替わって、ＩＣタグリーダ７上に写
真１が入れられている透明ケース３と、集金封筒５とを置くことで、終了表示画面３５か
ら写真注文受付用画面２６に切り換り、新たに注文処理を行えるようにプログラムされて
いる。
【００２６】
　次に、図５には、プリンタ１０でプリントされた「ご注文確認票」１３の表示内容が示
されている。
　プリンタ１０は、パソコン９から送信されてきた注文代金を含む代金請求情報に基づい
て、「ご注文確認票」１３に、注文内容や代金の合計金額３６などをプリントすることで
、請求書として「ご注文確認票」１３の作成を行う。
　この「ご注文確認票」１３は、写真購入希望者である児童４が集金封筒５に入れるなど
して自宅に持ち帰るためのものであり、自宅に帰って親に渡すことで、その「ご注文確認
票」１３に表示された代金を集金封筒５に入れてもらい、後日に集金封筒５と共にその代
金を学校側に支払えるようになっている。
【００２７】
　また、注文された情報は、一旦、画像フォルダ１９に写真購入希望者毎に注文があった
写真の画像データがコピーされて保存された後に、パソコン９から通信ネットワーク１１
を介してミニラボ１２に画像データを送信されて、写真の作成が行われて学校に生徒毎の
写真入り封筒が届けられて、生徒に渡される。
【００２８】
　上記の写真注文時の処理手順を、図６に示すフローチャートに基づいて説明する。
　まず、写真購入希望者である児童４は、ＩＣタグリーダ７上に、注文したいと思う写真
１が入れられている透明ケース３と、自分の集金封筒５とを一緒に置くことで、写真用Ｉ
Ｃタグ２と、集金封筒用ＩＣタグ６から各々の識別情報を読み取る。（ステップＳ１）
　ＩＣタグリーダ７は、読み取った各々の識別情報を、リーダコントローラ８を介してパ
ソコン９に送信される。（ステップＳ２）
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　パソコン９は、写真情報データベース１５及び集金封筒情報データベース１６の登録情
報から、それらの識別情報に関係付けられて登録されている写真の画像データと使用者情
報２５とを抽出して、写真注文受付用画面２６に表示される。（ステップＳ３）
【００２９】
　児童４は、写真注文受付用画面２６の内容に間違えがなければ、注文決定指示表示部３
３をクリックして注文処理を行う。（ステップＳ４）
　また、写真注文受付用画面２６の内容に間違えや取消しなどを行う場合には、取消指示
表示部３４をクリックして注文内容の取消し処理を行う。（ステップＳ８）
　そして、上記の注文処理が行われた場合には、パソコン９内で注文代金が算出されて、
注文代金を含む代金請求情報がプリンタで「ご注文確認票」１３としてプリントされる。
（ステップＳ５）
【００３０】
　更に、パソコン９は、注文された写真の画像データのコピーを、写真購入希望者情報と
関係付けて、設定ファイルで指定された画像フォルダ１９に保存する処理を行う。（ステ
ップＳ６）
　そして、全ての児童からの注文受付が終了した後に、パソコン９から通信ネットワーク
１１を介してミニラボ１２に対して、画像データと注文者情報として集金封筒５を使用す
る生徒の氏名などの使用者情報２５とを送信する。（ステップＳ７）
　上記の処理により、たとえ写真注文者が低学年生などの年少者であっても、購入したい
と思う写真を、希望通りに間違えなく注文することができるように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態に係る写真注文システムとして、ある小学校の運動会で撮影さ
れた写真について、児童が自分で注文を行うことができるシステムの構成が示されている
。
【図２】本発明の実施形態に係る写真注文システムに係り、写真情報登録用画面と封筒情
報登録用画面とが示されている。
【図３】本発明の実施形態に係る写真注文システムに係り、写真注文受付用画面が示され
ている。
【図４】本発明の実施形態に係る写真注文システムに係り、終了表示画面が示されている
。
【図５】本発明の実施形態に係る写真注文システムに係り、プリンタでプリントされた「
ご注文確認票」の表示内容が示されている。
【図６】本発明の実施形態に係る写真注文システムの写真注文時の処理手順を示すフロー
チャートである。
【符号の説明】
【００３２】
　　　　　１　販売見本用の写真
　　　　　２　写真用ＩＣタグ
　　　　　３　透明ケース
　　　　　４　児童
　　　　　５　集金封筒
　　　　　６　封筒用ＩＣタグ
　　　　　７　ＩＣタグリーダ
　　　　　８　リーダコントローラ
　　　　　９　パソコン
　　　　　１０　プリンタ
　　　　　１１　通信ネットワーク
　　　　　１２　ミニラボ
　　　　　１３　ご注文確認票
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　　　　　１４　展示ボード
　　　　　１５　写真情報データベース
　　　　　１６　集金封筒情報データベース
　　　　　１７　表示手段
　　　　　１８　注文指示手段
　　　　　１９　画像フォルダ
　　　　　２０　写真情報登録用画面
　　　　　２１　集金封筒情報登録用画面
　　　　　２２　画像データ表示
　　　　　２３　写真登録表示
　　　　　２４　封筒登録表示
　　　　　２５　使用者情報
　　　　　２６　写真注文受付用画面
　　　　　２７　写真の画像データ表示部
　　　　　２８　注文枚数表示部
　　　　　２９　注文枚数指示部
　　　　　３０　注文者表示部
　　　　　３１　注文合計枚数表示部
　　　　　３２　代金の合計金額表示部
　　　　　３３　注文決定指示表示部
　　　　　３４　取消指示表示部
　　　　　３５　終了表示画面
　　　　　３６　代金の合計金額
                                                                                

【図１】 【図２】
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